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船舶事故調査報告書 

 

                              令和７年１０月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年４月２７日 ０９時１５分頃 

発生場所 長崎県長崎市高島西方沖 

 肥前高島港南防波堤灯台から真方位２８７°１,７３０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３９.７′ 東経１２９°４４.５′） 

事故の概要  帆船SCHOONER
ス ク ー ナ ー

 WINDJAMMER
ウ ィ ン ド ジ ャ マ ー

は、北北東進中、また、プレジャーボー

トＭＡＮＡ
マ ナ

は、錨泊中、両船が衝突した。 

 SCHOONER WINDJAMMER は左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、Ｍ

ＡＮＡは右舷船尾部緩衝材に亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  令和６年５月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 帆船 SCHOONER WINDJAMMER、総トン数なし 

   ８５９６６２（オーストラリア連邦登録番号）、 

   MARINE BIZ PTY LTD（オーストラリア連邦） 

   １６.８７ｍ（Lr）×４.６７ｍ×２.４３ｍ、木及びＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１５６kＷ、１９９３年（完成） 

   （写真１ 参照） 
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写真１ Ａ船の外観 

 

Ｂ プレジャーボート ＭＡＮＡ、５トン未満 

   ２４３－２２７１５長崎、個人所有 

   ６.２７ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６６.２kＷ、平成３年９月 

   ＮＳ３－４０８１４８（漁船登録番号） 

   （写真２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の外観 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（オーストラリア連邦籍） ６９歳 

   ヨットマスターオフショア証明書 

（オーストラリア連邦ヨット連盟発給） 
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    証明書発行日 １９８２年５月２８日 

Ｂ 船長Ｂ ５６歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 令和５年１月２６日 

    免許証交付日 令和５年１月２６日 

           （令和１０年１月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷（写真３参照） 

Ｂ 右舷船尾部緩衝材に亀裂等（写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ａ船の左舷船首部   写真４ Ｂ船の右舷船尾部 

（海上保安庁提供） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 西、波高 約０.４ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、船長Ａの家族を乗せ、旅行の目

的で、長崎県佐世保市早岐
は い き

港所在の企業マリーナに向け、令和６年４

月２６日１０時００分頃に鹿児島県屋久島港安房港を出航した。 

 船長Ａは、２７日０７時４５分頃、高島南方沖において、船尾甲板

の舵輪の前方左舷側に立ち、舵輪前方にある船室の後面に設置した 

レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、全ての帆を下ろして主機

を使用し、自動操舵により、約６ノットの対地速力でＡ船を北北西進

させていたところ、高島西方沖に複数の小型船舶がいることを認め

た。（写真５、写真６、写真７参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ Ａ船の船尾甲板付近 

舵輪 

船室 
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写真６ Ａ船の左舷方の見通し  写真７ Ａ船の右舷方の見通し 

 

船長Ａは、Ａ船が高島を通過した後、長崎市伊王島を右舷側に見な

がらＡ船を航行させる予定であったが、伊王島西方沖に浅所があるこ

とを知っていたので、伊王島から約１.５海里（Ｍ）の距離を離して

Ａ船を航行させようと思っていた。 

 船長Ａは、Ａ船を少しずつ高島寄りに右転させて北北東進させた

後、高島西方沖にいた小型船舶が左舷側に４隻、右舷側に１隻とな

り、それらの小型船舶が移動していなかったので、錨泊して釣りをし

ていると思った。 

 船長Ａは、Ａ船が高島西方沖に至り、船室に降りてレーダー及びＧ

ＰＳプロッターを見て船位及び進行方向の確認を行い、レーダーで左

舷側に４隻、右舷側に１隻の小型船舶の映像を認め、それらの小型船

舶が錨泊を継続していると考え、そのままの針路でＡ船を航行させれ

ば小型船舶と衝突することはないと思った。 

 船長Ａは、船室から戻り、再び舵輪の前方左舷側に立ち、舵輪の前

方右舷側にいた家族と会話をしていたところ、左舷側にいた４隻の小

型船舶のうちの１隻であったＢ船が移動してＡ船の船首方に錨泊した

ことに気付かなかった。 

船長Ａは、衝突の直前、船首方から声が聞こえ、何事かと思い主機

を全速力後進としたものの、０９時１５分頃Ａ船の左舷船首部とＢ船

の右舷船尾部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長が１人で乗り組み、釣りの目的で、０５時３０分頃に

長崎市深堀
ふかほり

漁港の定係地から出航し、高島西方沖で錨泊して釣りを 

行っていたところ、Ａ船と衝突した。 

 海上保安庁は、０９時２３分頃に船長Ｂの１１８番通報を受け、巡

視艇２隻を派遣し、Ａ船及びＢ船と会合して調査を行った。 

（付図１ Ａ船の航行経路図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、約２８年間のＡ船の操船経験を有し、休暇を利用して長

期の遠洋航海を行っており、本事故当時、健康状態は良好で、飲酒は

していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ 不明 

船室 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

 Ａ船は、高島西方沖を北北東進中、船長Ａが、左舷側にいた４隻の

小型船舶のうちの１隻であったＢ船が移動してＡ船の船首方に錨泊し

たことに気付かなかったことから、Ｂ船に向かったまま操船を続け、

Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突したものと考えられ

る。 

船長Ａは、高島西方沖に至って船室に降り、目視で見た時と同様、

レーダーで左舷側に４隻、右舷側に１隻の小型船舶の映像を認め、そ

れらの小型船舶が錨泊を継続していると考えたことから、そのままの

針路でＡ船を航行させれば小型船舶と衝突することはないと思ったも

のと考えられる。 

 船長Ａは、船室から戻り、再び舵輪の前方左舷側に立ち、舵輪の前

方右舷側にいた家族と会話をしており、見張りが適切でなかったこと

から、Ｂ船が移動してＡ船の船首方に錨泊したことに気付かなかった

ものと考えられる。 

Ｂ船の運航状況及び船長Ｂの行動については、船長Ｂから情報が得

られなかったため、明らかにすることができなかった。 

原因 本事故は、Ａ船が高島西方沖を北北東進中、Ｂ船が高島西方沖で錨

泊中、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、予断を持たず、周囲の見張りを適切に行うこと。 

・汽笛を備えない小型船舶の船長は、接近する他船を認めた場合、

有効な音響信号により注意喚起を行い、更に他船が接近するとき

には自らが移動するなど、衝突を避けるための措置を採ること。 
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付図１ Ａ船の航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長
崎
県 

長崎市 

長崎市 

高島 

伊王島 

外ノ平瀬(39) 

香焼出シ 

事故発生場所 

（令和６年４月２７日 

 ０９時１５分頃発生） 


